
補助金の要件について（表１の事業所）

処遇改善加算の算定又は算定を誓約要件①
※必須

要件②

要件③

訪問介護

夜間対応型訪問介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

（介護予防）訪問入浴介護

通所介護

地域密着型通所介護

（介護予防）通所リハビリテーション

（介護予防）認知症対応型通所介護下記いずれかの取組を行っている。
（１）ケアプランデータ連携システムに加入又は加入を誓約
（２）社会福祉連携推進法人に所属

下記いずれかの取組を行っている。
（１）要件②を満たしている。
（２）令和７年度に介護人材確保・職場環境改善等事業による補助金の交付を受けた。
（３）下記のいずれかの取組を行っている。
・業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組
・介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化
・業務改善活動の体制構築

（表１）

申請は①＋②＋③、①＋③、①の組み合わせで可能です。



要件①
※必須

要件②

要件③

下記いずれかの取組を行っている。
（１）生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを算定又は算定を誓約
（２）ケアプランデータ連携システムに加入又は加入を誓約
（３）社会福祉連携推進法人に所属

下記いずれかの取組を行っている。
（１）要件②を満たしている。
（２）令和７年度に介護人材確保・職場環境改善等事業による補助金の交付を受けた。
（３）下記のいずれかの取組を行っている。
・業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組
・介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化
・業務改善活動の体制構築

（介護予防）特定施設入居者生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

（介護予防）小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

（介護予防）認知症対応型共同生活介護

介護福祉施設サービス

地域密着型介護老人福祉施設

（介護予防）短期入所生活介護

介護保健施設サービス

（介護予防）短期入所療養介護（老健）

介護医療院サービス

（介護予防）短期入所療養介護
（病院等・医療院）

（表２）

処遇改善加算の算定又は算定を誓約

申請は①＋②＋③、①＋③、①の組み合わせで可能です。

補助金の要件について（表２の事業所）



要件※必須

下記いずれかの取組を行っている。
（１）ケアプランデータ連携システムに加入又は加入を誓約
（２）社会福祉連携推進法人に所属
（３）処遇改善加算Ⅳの算定に準ずる下記要件を全て満たす又は満たすことを誓約
・任用要件・賃金体系の整備等
・研修の実施等
・職場環境等要件

（介護予防）訪問看護

（介護予防）訪問リハビリテーション

居宅介護支援、介護予防支援

（表３）補助金の要件について（表３の事業所）


